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新型インフルエンザ等対策業務計画 

 
第１章 総則 

第１条 計画の目的 

この計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（2013 年 4 月施行）及び関係政令、新型イ

ンフルエンザ等政府行動計画に基づき、中外製薬グループが新型インフルエンザ等発生・蔓延

時に抗インフルエンザウイルス薬を始めとする医薬品の製造・販売を確保するための実施体制、

実施内容・方法を定め、以って感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康の保護に寄

与する事を目的とする。 

 

第 2 条 計画の基本方針 

中外製薬グループは新型インフルエンザ等の発生・蔓延の事態の状況に対応して、国及び地

方公共団体その他の機関と相互に協力し、従業員の健康・安全を確保すると共に医薬品の安定

供給ならびに業務の継続を図る。 

 

第 3 条 運用 

1、この計画の新型インフルエンザ等とは新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定する

以下の感染症を対象にする。 

感染症法第 6 条7 項の新型インフルエンザ等 

感染症法第 6 条8 項に規定する指定感染症（第十四条の報告に係るものに限る。） 

感染症法第 6 条9 項の新感染症（全国的かつ急速な蔓延のおそれのあるものに限る） 

 

2、被害想定 

政府行動計画においても、中長期的に複数の感染の波が生じることが想定されているが、 

事業継続への影響継続の目安として従業員が最大で40%程度※の欠勤を想定する。 

 

 

第 2 章 新型インフルエンザ等対策の実施体制

第 4 条 対策体制の整備 

1、平時における体制 

(1) 医薬品の製造・販売に関わる業務内容を重要業務として定期的に見直しを行う。 

(2) 従業員の感染予防策として、在宅勤務の準備、感染予防備品の備蓄を行う。 

 

2、新型インフルエンザ等発生時の体制 

新型インフルエンザ等が発生またはその疑いがある場合には緊急対策本部を設置する。 

緊急対策本部の設置を受けて機能対策本部を設置する。 

別添資料 1 緊急対策本部と機能対策本部の組織図 

 

・緊急対策本部は新型インフルエンザ等発生時における従業員の安全確保及び 

医薬品安定供給のための事業継続プランを決定する。 

 

・機能対策本部は所管業務の運営に努め、その状況を集約し、機能対策本部長を 

通じて緊急対策本部へ報告する。 
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第 5 条 関係機関との連携、顧客対応 

1、平時及び新型インフルエンザ等の発生・蔓延時において、各関係機関（国、地方公共団

体、業界）と情報を共有し対応の連携を図る。 

 

2、新型インフルエンザ等の発生・蔓延時において、顧客及び消費者、メディアの対応を継

続する。 

 

第 3 章 医薬品の製造・販売の確保 

第 6 条 医薬品の製造・販売の業務の継続 

新型インフルエンザ等発生・蔓延時には、社内・地域の感染状況、国、地方公共機関

からの要請、同業他社の動向等を勘案し医薬品の製造・販売等に関わる優先業務の継

続を図る。 

別添資料 2 優先業務一覧表 

 

第 7 条 業務運営体制（人員計画） 

1、新型インフルエンザ等発生時における勤務体制は、従業員の出社状況、地域の感染状況、国・地

方公共団体からの要請、同業他社の動向等を勘案し決定する。 

 

2、組織ごとに従業員の罹患状況・出勤状況を把握し業務継続の可否を検討し、必要に応

じて機能対策本部を通じて緊急対策本部へ報告する。 

 

 

第 4 章 従業員の感染予防

第 8 条 従業員の健康管理 

健康管理の方策、衛生習慣の励行、新型インフルエンザ等の罹患時の出社基準の徹底

を図り従業員の健康維持に努める。 

 

第 9 条 事業所・職場の感染予防 

感染予防対策として社内・社外会議の自粛、外来訪問者への衛生措置の協力依頼をは

かり、社内蔓延防止として罹患者が現れた場合には、職場の消毒、清掃、廃棄作業等

を実施する。 

 

第 5 章 従業員に対する情報提供、訓練

第 10 条 従業員への情報提供 

平時及び新型インフルエンザ等の発生・蔓延時に従業員とその家族に新型インフルエ

ンザ等に関する情報を提供する。 

 

第 11 条 訓練と対策計画の見直し 

1、大規模地震対策の安否確認の訓練と協働して従業員の安否確認の訓練を実施する。 

2、国、地方公共団体、業界の実施する訓練には可能な限り参加する。 

3、組織改正や業務の変更などを踏まえ定期的に本業務計画の見直しをはかる。 

 

付則 

本業務計画は 2014 年 1 月 1 日より施行する。 

制定日 2013 年 12 月 10 日 
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別添資料 1 緊急対策本部と機能対策本部の組織図 

 緊急対策本部 

緊急対策本部長は最高経営責任者とする（なお最高経営責任者に事故あるときは、

取締役会規則に定められた順序に基づき他の取締役がこれにあたる）。 

緊急対策本部は下記組織図のメンバーによって構成し、必要に応じて本部長が任

命した者が出席する。 

 機能対策本部 

各本部、ユニットは、緊急対策本部の設置を受けて、機能対策本部を設置する。 
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別添資料 2 優先業務一覧表 

優先業務とは、新型インフルエンザの流行が拡大した非常時においても、国民の生命の維

持のために必要な医薬品を安定的に供給する社会的責任を果すための業務である。 

 

優先業務 業務内容 

医薬品、重要治験薬の製造 医薬品および重要治験薬を安定的に生産できる体制を 

維持する 

・医薬品、治験薬の製造業務 

・施設の保守管理、サプライチェーンの全体調整 

・原材料調達、委託製造先との調整 

医薬品の供給、適正な流通 医薬品を適正に供給・流通させるための体制を維持する 

・全社及び支店における流通調整機能 

・物流機能、都道府県の行政対応 

医薬品の品質保証、安全性体制 製造販売する医薬品の品質保証体制および安全性 

機能を維持する 

・品質保証、出荷判定業務（製造販売業責務） 

・安全性監視業務（情報の収集・評価・報告・措置） 

重要治験の実施 患者を対象とした治験のうち、重篤な疾患かつ代替薬 

がない場合には、治験を治療の一部と考え治験継続 

する 

・重要治験薬の準備・交付、生体試料等の管理 

・安全性情報の収集・伝達 

ＰＭＳ活動 ＰＭＳモニタリング活動および医療機関からの問合せ 

対応は継続する 

・ＰＭＳモニタリング 

・本社・支店における問合せ対応 

研究機能の維持 重要な研究活動のみ継続する 

・重要資産の保全 

・施設の保守管理 

会社機能の維持 医薬品製造販売を継続していくための最低限の会社 

機能を維持する 

・経営判断・決裁機能、緊急対策本部機能 

・厚労省、製薬協等窓口機能 

・情報システム機能 

・労務管理、健康管理業務、総務機能 



7  

 


	第１章 総則
	第 2 条 計画の基本方針
	第 3 条 運用
	第 2 章 新型インフルエンザ等対策の実施体制第 4 条 対策体制の整備
	第 5 条 関係機関との連携、顧客対応
	第 3 章 医薬品の製造・販売の確保
	第 7 条 業務運営体制（人員計画）
	第 4 章 従業員の感染予防第 8 条 従業員の健康管理
	第 9 条 事業所・職場の感染予防
	第 5 章 従業員に対する情報提供、訓練第 10 条 従業員への情報提供
	第 11 条 訓練と対策計画の見直し
	付則
	別添資料 1 緊急対策本部と機能対策本部の組織図
	 緊急対策本部
	 機能対策本部

	別添資料 2 優先業務一覧表

